
- 1 -

資料２

風力発電施設と自然環境保全に関する研究会
論点整理（案）

本研究会は、地球温暖化防止に有効な新エネルギーである風力発電の
推進と、野生生物や景観等の自然環境の保全との両立に向けて、様々な
立場の方々から意見を伺い、それぞれの認識を確認し、今後の課題、問
題点等論点を整理することを目的として開催した。
風力発電施設と自然環境保全に関する主な論点は、以下のとおりであ

る。

１．基本的考え方
○ 地球温暖化対策としての風力発電導入の重要性
・ 地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量が少ない風力発電
の推進が重要。

・ 地球温暖化は、生態系にも影響を与え、種の絶滅リスクを増加
させることにも留意。

○ 風力発電の推進と自然環境保全の両立の必要性
・ 風車への衝突をはじめとする鳥類への影響、希少野生動植物の
生息・生育地への影響、自然公園をはじめとする優れた景観地へ
の影響など、風力発電施設による野生生物や景観への影響が指摘
されている。

・ さまざまな手法や技術開発などにより、風力発電の推進と野生
生物保護、景観保全などの自然環境保全との両立を図ることが必
要。

２．野生生物保護と風力発電施設
○ 風力発電施設に係るバードストライクの実態把握とその影響に係
る考え方
・ バードストライクについては、客観的、科学的な手法による国
内での実態解明と、海外の情報の正確な把握により、実態や配慮
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事項を把握・検討することが必要。
・ 風力発電のみでなく、他の要因によるバードストライクについ
ても把握し比較検討すべきであり、関係者は、バードストライク
の情報の取り扱いについて、他の要因との関係も含めて、公平を
保つことが必要。

・ 一方、死亡要因においてバードストライクの割合が低ければ対
策が不要という事ではなく、対象種へ影響を与える可能性がある
ことに留意すべき。

・ バードストライクの影響については、個々の事例のみで議論を
せず、個体群への影響を含めた客観的・科学的な調査を行った上
で検討することが必要。

・ 地形や気象条件、季節や鳥類の生息状況から、バードストライ
ク発生のメカニズムについて究明することが必要。

○ 野生生物保護上重要な場所の把握の必要性
・ 国等行政は、希少野生動植物の生息・生育地、鳥類の渡り経路
等の各種科学的データを可能な限り把握することが必要。

・ 把握された、生息・生育等の場所に係る各種データの公表につ
いては、保護に支障がない範囲でセンシティビティマップ等で可
能な限りメッシュレベルを詳しくして公表することが有効。

３．景観保全と風力発電施設
○ 自然公園における風力発電施設の立地に係る考え方
・ 自然公園のうち、特別保護地域及び第１種特別地域を除く地域
については、風力発電施設設置のポテンシャルが国の導入目標に
匹敵するとの試算もあり、地球温暖化対策に資する意味からも、
積極的に開放すべきとの意見があった。

・ これに対し、国立・国定公園は、現在の優れた自然景観の保護
を目的としたエリアであり、風致景観に少なからぬ影響を及ぼす
大規模な風力発電施設の設置については、公園外での立地可能性
の検討も含め、より慎重に扱うべきとの意見があった。

○ 自然公園における風力発電施設設置の審査基準の運用
・ 国立・国定公園における風力発電施設設置の審査基準や審査手
続きについては、海岸部での取扱を含め、統一化・明確化を一層
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図ることが必要。
・ 都道府県立自然公園についても、風力発電施設設置の審査基準
を設定することが望ましい。

４．立地選定、合意形成のプロセス
○ 合意形成プロセスについての考え方
・ 事業者は、住民や関係者への情報公開と合意形成の重要性を再
認識し、積極的に取り組むことが必要。

・ 一方、公開した情報をもとに批判が強まることが生じやすいが、
むしろ関係者は情報公開等の事業者による取組を前向きに受け止
め、更なる情報公開が進むような環境の醸成に努めることが望ま
れる。

・ 必要以上に煩雑な手続き等を課すことにより、実質的に事業が
不可能とならないよう仕組み作りに留意が必要。

・ 生活に関わる身近な景観への影響については、地元住民の受け
止め方が重要であり、地元住民の意見を重視した合意形成のプロ
セスを経ることが重要。

○ 風力発電施設の立地を検討するに当たっての考え方
・ 事業者は立地選定における環境配慮、環境影響評価など配慮の
ための事項を記したガイドラインに沿った適切な取り組みをする
ことが必要。

・ 国等行政は、立地選定における環境配慮、複数の地点を設定し
た環境影響評価等に必要なデータや情報の整備等基盤整備をする
ことが必要。

・ 風力発電施設の立地を検討するに当たっての参考となる各種情
報を記したマップを専門家を含めた関係者の意見を十分に聞いて
作成することが必要。

５．その他

・ 海外における風力発電施設と自然環境保全の両立に向けた取組
等の調査を行うことが必要。


